
第３期第７回 横浜市市民協働推進委員会 資料１－１ 

 特定非営利活動法人の条例指定について 

 

平成 30 年度第１回目の申出期間中に次の法人から指定の申出があり、「地方
税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法
人を指定するための基準、手続等に関する条例」に基づき審査を行いましたの
で、同条例第４条第２項の規定により、委員会のご意見をお聴きいたします。 
 
１  申出状況  
(1) 申出期間（平成 30 年度第１回目）  

平成 30 年６月１日（金）～平成 30 年７月 31 日（火）  
(2) 申出法人  

特定非営利活動法人こまちぷらす  
(3) 指定の基準の適合についての資料  

申出法人の概要  【資料１－２】  
申出法人の指定基準適合表  【資料１－３】  
申出法人の公益要件（指定基準３）の適合について  【資料１－４】  

 

２  申出から指定までの流れ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
３  参考資料  
(1) 認証・認定・指定ＮＰＯ法人制度の仕組み  【参考資料１】  
(2) 条例の改正（予定）の内容について  【参考資料２】  

 

 

【関係法令】  
「地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例」第４条第２項（抜粋）  

 

 市長は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらか

じめ、当該手続を行うことについて横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第

34 号）第 17 条第１項に規定する横浜市市民協働推進委員会（以下「委員会」という。）

の意見を聴くものとする。  

事  前  相  談 

指 定 の 申 出 (書 類 提 出) 

縦 覧 及 び 審 査 

・縦覧（１か月間：指定の申出日～８月 31日） 

・実態確認調査（８月 30日・８月 31日・９月 28日） 

・欠格事由の照会（警察・税務機関） 

・市民協働推進委員会への諮問（10月９日） 

平成 30年市会第４回定例会に議案提出（予定） 

議決・条例公布 

[平成 30 年度第１回目の申出期間]

平成 30年６月１日～ 

平成 30年７月 31日 

[縦覧及び審査] 

指定の申出日～ 

平成 30年 10月９日 

[市会定例会での条例改正] 

平成 30年 11月下旬～ 

平成 30年 12月中旬 


